
 『 国有林 』は木材の安定的な供給だけではなく、多くの森林が水源地や保全対象地
として管理されており、良質な水資源の供給や土砂災害の防止・軽減などの治山治水
対策として生活を守る働きのほか、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止や生物
多様性の保全といった多面的な機能を発揮することで、様々な「持続可能な開発目標
（SDGｓ）｣にも貢献しており、カーボンニュートラルを見据えた豊かな社会経済の
実現へ向けた取り組みも進めています。
　また、釧路地域には阿寒摩周国立公園や釧路湿原国立公園、厚岸霧多布昆布森国定
公園があり、原生的な自然環境や生態系の保全をはじめ、探勝に訪れる人への良好な
景観やレクリエーションのため、風景林や自然休養林の維持管理にも務めています。

『 国有林 』はさまざまな公益的機能を発揮しています

根釧西部森林管理署

林野庁 北海道森林管理局
こ ん せ ん せ い ぶ し ん り ん か ん り し ょ

厳冬期の摩周湖 （摩周風景林）

アイヌ語で「カムイトー」（神の湖）と呼ばれ、世界最高ランクの透明度を誇るカルデラ湖
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国有林に入林する皆様へのお願い

★　国有林はみんなの森林です。マナーを守って、みんなで大切にしましょう　★

・立入制限の表示がある区域には、絶対に立ち入らないでください。

目　　　次

・国有林に入る場合は、森林管理署又はお近くの森林事務所で入林手続きをしてください。

・タバコなど火の始末に注意してください。また、ゴミは必ず持ち帰ってください。

・積雪期は雪崩が起こる恐れがありますので、気象状況等には十分注意をしてください。

・ヒグマや蜂、マダニ、ウルシなど危険な動植物に注意ください。

・登山の場合は十分な装備をして、警察署等に登山計画書を提出してください。

・林道は道路幅が狭く路肩の弱い箇所があります。また落石の危険もありますので、通行の際

　はスピードは控えて安全走行に努めてください。

・強風、豪雨等による悪天候時は、倒木、落枝、落石、崩壊などの危険が増大しますので入林

　を控えてください。



《対象とする森林》 《対象とする森林》

　良質な水の安定供給など水源における 　土砂流出や崩壊、風害や濃霧への防備

涵養機能の発揮を第一とすべき森林 における機能の発揮を第一とすべき森林

《管理経営の考え方》 《管理経営の考え方》

　人工林の間伐や伐期の長期化、広葉樹 　根や表土の保全、下層植生の発達した

の導入による育成複層林への誘導などを 森林を維持し、必要に応じて保全のため

推進し、森林資源の有効活用にも配慮 の治山施設等を整備

《管内の主な区域》 《管内の主な区域》

　釧路川、庶路川、阿寒川、別寒辺牛川 　茶路川、庶路川、阿寒川等の河川流域

等の河川源流部及び山岳地帯から海岸に や市街地・農耕地等の後背部、厚岸町と

広がる丘陵地帯の緩傾斜地　等 標茶町の防風林、浜中町の海岸付近　等

《対象とする森林》 《対象とする森林》

　原生的な森林生態系や希少な生物の生 　風致探勝や野外スポーツ、自然観察等、

育・生息する森林など属地的な生物多様 保健やレクリエーション及び文化機能の

性保全機能の発揮を第一とすべき森林 発揮を第一とすべき森林

《管理経営の考え方》 《管理経営の考え方》

　良好な自然環境を保持する森林、希少 　保健・文化・教育的利用の形態に応じ

な生物の生育・生息に適した森林の維持 た多様な森林の維持・造成

《管内の主な区域》 《管内の主な区域》

　摩周湖周辺、雄阿寒岳など自然公園に 　屈斜路湖・阿寒湖周辺、釧路町昆布森

おける特別保護地区及び急峻な山の稜線 シレパ地区、パイロットフォレスト望楼

部、希少野生生物の保護林　等 周辺、阿寒湖畔スキー場　等

《対象とする森林》

　騒音や粉塵等から地域の快適な環境を

保全する機能の発揮を第一とすべき森林

《管理経営の考え方》

　汚染物質の高い吸着能力、抵抗性があ

る樹種から構成される森林の維持

《管内の主な区域》

　該当なし

　【釧路管内における総面積の約３０％、森林面積のうち約４７％が国有林です】

すべき機能に応じて、「水源涵養タイプ」「山地災害防止タイプ」「自然維持タイプ」

「森林空間利用タイプ」及び「快適環境形成タイプ」の機能類型に区分し、各機能の発揮

水源涵養タイプ 116,945 ha

ha ha26,312森林空間利用タイプ22,454自然維持タイプ

－ １ －

　根釧西部森林管理署は、釧路総合振興局管内８市町村（釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、

標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町）の約18万2千ヘクタールの国有林を管理しています。

　国有林では、公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、森林をそれぞれ重視

森林の持つ役割を発揮する管理経営を進めています

を目的とした管理経営を進めています。

山地災害防止タイプ 16,262 ha

快適環境形成タイプ - ha



　〈阿寒湖のマリモと水源林の保全に関する森林整備協定〉

　〈弟子屈地域森林整備に関する協定〉

　〈清流を守り豊かな海を育むための森林づくり活動の推進に関する協定〉
　釧勝地区漁業協同組合長会と十勝西部森林管理署・根釧西部森林管理署の三者において「清流を守り

豊かな海を育むための森林づくり活動の推進に関する基本協定」を締結しています。

　この協定は、管内の国有林において流域の環境保全のために釧路・十勝管内に所在する漁業協同組合

が行う森林づくり活動への協力と推進を図ることを目的としており、漁業協同組合が主体となって活動

する植樹や体験林業などのフィールド提供、ふれあいの森の設定要望などについて協議を行い「漁民の

森林づくり活動要望計画書」を作成して組織的・計画的に実施されるものとなっています。

　〈管内における林業の普及、木育活動・森林環境教育の推進〉

展・協力しており、昨年度は5年ぶりに開催され、2日間で約４千人

の来場者があり、地域の皆様に、釧路の森林と木材のこれまでの成

果を知っいただくとともに、木を見て・触れて・感じる体験を通し

て、森林の未来を共に創造していきたいと考えています。

　また、「トドマツの利用促進・知名度向上」、「森林の大切さの

理解向上」、「魅力ある地域づくりの推進」などを目的に北海道釧

路総合振興局と道内外の企業により締結された「包括連携協定」に

約 937haの合計約 1,247haにおいて集約的かつ効率的な森林整備を推

進することを目的として平成23年度より弟子屈町と「弟子屈地域森林整

備に関する協定」を締結しています。現在の協定は令和9年3月31日まで

の期間となっております。協定地区においては、相互利用を目的として、

それぞれが作設した弟子屈町林業専用道「奥オソツベツＥ線」と国有林

林道「南重内山線」とが接続され、事業地へのアクセスが良くなるなど、

森林の調査や伐採した木材の搬出、伐採後の更新や保育等における作業

　釧路総合振興局や管内市町村などの関係団体と連携して、木に触れ

ることで木材の良さや森づくりの重要性への理解を深めてもらうこと

を目的に、地元で制作された木製品や森林に関するパネルの展示、木

工作の体験コーナーなどの木育活動イベントに参加したり、小学生を

対象とした森林教室の開催など地域の自然や森林・林業について知っ

てもらうための森林環境教育に取り組んでいます。

　これまでの活動として、釧路管内の林業・木材関連企業など35団

体が参加して5年毎に開催している「くしろ木づなフェスティバル」

（釧路市・釧路森林資源活用円卓会議）に構成団体として当署も出

コスト削減や今後の森林管理の効率化に資するものと期待されています。 （弟子屈町森林整備協定位置図）

（第3回くしろ木づなフェスティバル）

（包括連携協定による現地見学会）

  自治体・関係団体との連携、森林環境教育の推進を図っています

－ ２ －

　阿寒湖周辺の民有林と国有林を一体的に整備し、森林の持つ公益的機能

す。また、協定区域においては、各種森林整備をはじめとして釧路市阿寒

約 1,404haと国有林約 2,356haの合計約 3,760haが対象となっていま

阿寒湖の北側と南側に位置している（一財）前田一歩園財団所有の民有林

備協定」を締結しています。現在の協定は令和9年3月31日までの期間で

平成24年度より釧路市と「阿寒湖のマリモと水源林の保全に関する森林整

別天然記念物であるマリモの生息域における環境保全を図ることを目的に、

を十分に発揮させることにより、阿寒湖畔地区の上水道の取水源域及び特

地区における市民植樹祭や緑化普及活動等が実施しております。（釧路市との共催による植樹祭）

オブザーバーとして当署も協力しており、昨年度当署管内の伐採現

場において現地見学会を開催するなど、地域が一帯となって林業の

普及、木育活動・森林環境教育の推進に取り組んでいます。

　弟子屈町の奥オソツベツ地区に隣接している町有林約 310haと国有林



〈地域課題解決に向けた重点取組〉

①地上型３Dレーザによる収穫調査の精度検証

②LiDAR搭載UAVとQGISを活用した事業計画の実行性と普及

③誘導伐箇所に発生する天然更新のメカニズムの究明と利用等の実証

〈共用林野の設定によるアイヌ文化継承への貢献〉

契約は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する

〈パイロットフォレストにおける持続性と多様な森林づくり〉

〈保護林における地域固有の生物群集を有する森林・野生動植物の保護・管理等〉

林地においては、主伐時期の長期化や広葉樹の天然更新を活かした施業を実施 （晩秋のパイロットフォレスト）

（保護林内に生息するタンチョウ）

　令和３年度、当署発注の事業において、人力踏査中にヒグマに襲われ

る労働災害が発生した。このことから人力踏査に代わる安全かつ効率的

な調査手法として、事業体が導入したLiDAR搭載UAVとQGISを活用し、

当署と連携した事業計画の策定やその実行性について、検証した結果を、

関係機関への情報共有を行うなど普及啓発に取り組んでいます。

明し、造林作業の更なる低コスト化と省力化に向けた実証を行う。結果

については、関係機関への情報共有を行うなど普及啓発に取り組んでいます。（誘導伐跡地の天然更新）

（UAV運用の背景と意義）

　林野庁は、アイヌ文化継承への貢献としてアイヌ施策推進法に基づき、祭具に用いる林産物の資源調査

や共用林野の設定に向けた取り組みを行っており、当署は道内３例目となる「アイヌ共用林野設定契約」

を令和4年12月に釧路市に締結し、令和6年3月に「共用林野設定契約」の継続更新を行いました。この

（契約締結後の記念撮影） 

法律」を基に阿寒湖の南側に位置している国有林約 3,000haをアイヌ文化の保存・

振興及び継承のための共用林野として設定されたもので、区域内では儀式の祭具とし

て使用されるヤナギの枝や民具等の材料となる草本など、事前に採取する種類・数量

と期間を定めた契約をしておくことで共用者による採取が可能となっています。

して様々な樹種と径級からなる森林への誘導を図るなど、多様で持続性のある森林づくりを進めています。

　厚岸霧多布昆布森国定公園特別保護地区（ラムサール条約登録地）に一部指定されている別寒辺牛川

の上中流域では地域固有の生物群集を有しており、森林の生態系からなる自然環境の維持及び野生生物

　パイロットフォレストでは人工林が約 7,000haあり、その大部分が主伐期を

力化に向けた取り組みが必要となっています。

　主伐期を迎え収穫調査箇所と再造林面積の増加している現状の中、地域では担い手不足が課題となっ

ている。また、労働災害の発生に伴い安全かつ効率的な調査手法の確立など、安全かつ低コスト化と省

係機関への情報共有を行うなど普及啓発に取り組んでいます。

（地上型３Dレーザによる調査の様子）

の保護、学術研究等に資することを目的に「別寒辺牛生物群集保護林」が設定さ

れています。これまでは主にタンチョウを対象に管理をしていましたが、モニタ

リング調査から流域河川に生息する希少な魚類なども対象に指定区域が拡充され

ました。また、弟子屈町川湯地区の硫黄山周辺には火山の影響を強く受けた独特

の森林が形成されており、硫黄山からの噴気や強酸性土壌の影響を強く受けた地

域固有の生物群集を有する「川湯硫黄山生物群集保護林」が設定されています。

　これまで実施した誘導伐箇所における大型機械地拵えから発生する天

然更新のメカニズムを検証し、その天然更新木の利用や保育方法等を究

　先進的林業機械等による造林作業等の低コスト化と軽労化

令和７年度の根釧西部森林管理署における各種取組事項

－ ３ －

などの精度検証の実施及び各機種に応じた調査箇所の検証を

を図ることを目的として、地上型３Dレーザによる収穫調査

実施し、調査結果の集計・解析等を進め、検証結果などを関

迎えており、現施業実施計画の5年間における伐採は主伐（複層伐）約 370ha・

間伐約 2,650haと4割以上が施業対象となっています。そのため計画的な伐採に

よる木材の安定供給と再造林による林齢の平準化に取り組むとともに、一部の造



《署の沿革》

明治41年  5月 北海道告示第349号により、釧路営林区署として発足する

昭和22年  5月 林政統一により、帯広営林局の管轄となる

昭和22年10月 白糠営林署の新設により、白糠郡一円を分割するとともに、区域改正により根室、

中標津、弟子屈の各営林署へ、それぞれ一部を引継ぐ

昭和35年  7月 標茶営林署の新設により、川上郡標茶町と厚岸郡厚岸町の一円を分割し、引継ぐ

昭和61年  3月 標茶営林署が釧路営林署及び弟子屈営林署に分割統合され、標茶パイロットフォレ

スト営林事務所となる

平成11年  3月 釧路流域を管轄する森林管理署として、白糠営林署、阿寒営林署、弟子屈営林署を

含め、根釧西部森林管理署に組織が再編され、暫定的に白糠、阿寒、弟子屈に事務

所が置かれる

平成13年  8月 白糠事務所、阿寒事務所、標茶パイロットフォレスト営林事務所が廃止され、根釧

西部森林管理署に統合再編となる

平成16年  3月 弟子屈事務所が廃止され、根釧西部森林管理署に統合再編となる

平成25年  4月 組織再編（課制からグループ制へ）

《組 織 図》 ※令和７年４月１日現在

《組織人員》 ※令和7年４月１日現在

森林情報管理官

2
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一般職員

〈釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町〉
次　長

《治山グループ》 《担当業務》

総括治山技術官

行政専門員
合　計

－ ４ －

行政専門員

39

総括森林整備官 主任森林整備官
《担当業務》

上席森林整備官

・経営 ・資源活用

・森林育成 ・土木

人　員

署　長 釧路総合振興局管内の国有林を所管　　　　　　　　　　　　　　　　

《総務グループ》

・総務・経理・管理

地域技術官

《担当業務》
総括事務管理官 主任事務管理官

事務管理官

《業務グループ》

一般職員

職員区分

・釧路・上尾幌・鶴居・標茶・真竜・白糠（庶路含む）・右股・滝の上第二

・雄別・飽別・阿寒湖畔・弟子屈・屈斜路・川湯・美留和・御卒別

定　員　内

森林技術指導官

地域林政調整官

《森林事務所》

地域統括森林官、首席森林官、森林官 一般職員

森林整備官

一般職員

行政専門員

・治山・保安林

・森林ふれあい

治山技術官



《管内図》

《管理面積》 単位：ｈａ 《令和7年度主要事業計画量》

注１：造林の更新は、新植、改植の植付、地拵の合計

注２：造林の保育は、根踏、下刈、除伐、野鼠防除等

　　　保育間伐等の合計

※面積は第六次国有林野施業実施計画書（R４.4.1～R９.3.31）の数値（整数以下四捨五入）

（庶路担当区は白糠森林事務所が所轄）

総 面 積 181,973 区 分 単 位 事   業   量

138,000

上 尾 幌 5,588 製品販売 ｍ3 78,600

釧 路 6,410
販売量

立木販売 ｍ3

真 竜 11,527 ha 331
造林

更新 ha 171鶴 居 13,688

11,053

右 股 9,350

滝 の 上 第 二 9,812

雄 別 12,975

御 卒 別 7,731

－ ５ －

担
当
区
（
森
林
事
務
所
）

美 留 和 9,775

屈 斜 路 11,500

川 湯 9,912

飽 別 11,179

阿 寒 湖 畔 16,891

弟 子 屈

白 糠 10,147 治山事業 百万円 119

庶 路 7,781

標 茶 16,654 林道 新設 m 1,430

保育



　　この地図は、国土地理院発行の２万５千分の１地形図釧路（釧路）を使用したものです。

《問い合わせ先》

根釧西部森林管理署
〒085-0825　北海道釧路市千歳町６番１１号

TEL：0154-41-7126　IP：050-3160-5785

令和7年4月1日現在

 川湯森林事務所

01547-2-2304

015-485-2077

 弟子屈森林事務所

 御卒別森林事務所

 屈斜路森林事務所

 美留和森林事務所

 飽別森林事務所

 阿寒湖畔森林事務所

0153-57-2211

森 林 事 務 所 名 住　　　　　　　所

 右股森林事務所
 （問い合わせ先：白糠森林事務所）

 滝の上第二森林事務所

 釧路森林事務所

 鶴居森林事務所  阿寒郡鶴居村鶴居西４丁目番外地 0154-64-2013

 （問い合わせ先：弟子屈森林事務所）

－ ６ －

 上尾幌森林事務所
 厚岸郡厚岸町上尾幌

電 話 番 号

 雄別森林事務所

 釧路市阿寒町富士見２丁目１０－６－１ 0154-66-3969

 真竜森林事務所
 川上郡標茶町川上１０－３５－７

 白糠郡白糠町西４条北１丁目２－５

 川上郡弟子屈町朝日２丁目２－１４ 015-482-2469

 標茶森林事務所

 白糠森林事務所


